
目

次

公

告

△

一
般
競
争
入
札

(

情
報
政
策
室)

…
…
…
一

公
安
委
員
会
公
告

△

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

三

公公公

告告告

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。
平
成

18年
９
月

22日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
一
般

18第
46号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名
及
び
数
量

広
島
県
庁
行
政
Ｌ
Ａ
Ｎ
／
Ｗ
Ａ
Ｎ
ネ
ッ
ト
ワ

ーク
機
器
等

一
式

�
調
達
件
名
の
特
質�

仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
借
入
期
間
及
び
履
行
期
間

平
成

19年
３
月

20日
(火
)
か
ら
平
成

25年
３
月

31日
(日
)
ま
で

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
借
入
場
所
及
び
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
月
額
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
平
成

14年
広
島
県
告
示
第

1228号
(平
成

15年
４
月
１
日
か
ら
平
成

19年
12月

31日
ま
で
に
県
が
発

注
す
る
物
品
の
売
買�

修
理�

借
入
れ
な
ど
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
な
ど

。以
下
｢資
格
告
示
｣
と
い
う

。)
に
よ
っ
て
資
格
を

認
定
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
｢物
品
の
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
｣
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
審
査
し
た
結
果
が�

本
契
約
の
予
定
価
格
に
対
応
さ
せ
た
基
準
に
該
当
す

る
こ
と

。

ア
営
業
年
数

イ
自
己
資
本
額
(法
人
は
直
前
決
算
時
に
お
け
る
資
本
額
に
準
備
金�

積
立
金
及
び
剰
余
金
の
処
分

額
を
加
え
た
額
と
し�

個
人
は
元
入
金
の
額
と
す
る

。)

ウ
年
間
総
売
上
高

エ
流
動
資
産

�
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
審
査
し
た
結
果
が�

別
に
提
示
す
る
仕
様
を
満
足
し�

か
つ�

履
行
で
き

る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る

。

ア
入
札
し
よ
う
と
す
る
機
器
が�

別
に
提
示
す
る
仕
様
書
を
満
足
す
る
こ
と

。

イ
品
質
管
理
に
関
す
る
資
格

IS
O

9001の
認
定
を
取
得
し
て
い
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続

�
本
件
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
共
通
の
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

ア
本
件
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

上
記
２�

及
び�

に
係
る
入
札
参
加
資
格

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

イ
申
請
期
間

平
成

18年
９
月

22日
(金
)
か
ら
平
成

18年
10月

23日
(月
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

〔昭
和

23年
法
律
第

178号

〕に
関
す
る
休
日

〔以
下
｢休
日
｣
と
い
う

。〕

を
除
く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

ウ
申
請
書
の
入
手
先�

提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

電
話
(082)

513－
2442

(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

�
資
格
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

ア
上
記
２�

の
資
格
を
有
し
な
い
者
は�

上
記�

の
申
請
手
続
に
加
え
て�

資
格
告
示
に
基
づ
く
申

請
手
続
も
行
う
こ
と

。

イ
申
請
期
間

平
成

18年
９
月

22日
(金
)
か
ら
平
成

18年
10月

10日
(火
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
休

日
を
除
く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

ウ
申
請
書
の
入
手
先�

提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室

電
話
(082)

513－
2301

(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

エ
申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

申
請
書�

決
算
書
及
び
委
任
状
は�

日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と

。

な
お�

そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
の
も
の
は�

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
す
る
も

の
と
す
る

。

ま
た�

申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
う
ち�

金
額
類
に
つ
い
て
は�

日
本
国
通
貨
を
も
っ
て
記
載
す

る
こ
と

。外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
算
出
し
て
い
る
と
き
は�

出
納
官
吏
事
務
規
程
(昭

和22年

大
蔵
省
令
第

95号
)
第

16条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
っ
て
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
て
記

載
す
る
も
の
と
す
る

。

４
入
札
手
続
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所�

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

電
話
(082)

513－
2442

(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
９
月

27日
(水
)
か
ら
平
成

18年
10月

16日
(月
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
休

日
を
除
く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

イ
入
手
方
法

上
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
等
で
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る

請
求
の
場
合
は�

上
記
ア
の
期
間
内
に
必
着
す
る
こ
と
と
し�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す

る
こ
と

。

�
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
９
月

27日
(水
)

午
前

10時

イ
場
所

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
庁
農
林
庁
舎
５
階

情
報
政
策
室
分
室

�
入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
限

平
成

18年
10月

31日
(火
)

午
後
５
時

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
(書
留
郵
便
に
限
る

。提
出
期
限
内
必
着
)
と
す
る

。

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
11月

１
日
(水
)

午
前

10時

イ
場
所

上
記�

イ
の
場
所

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
に
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必

要
な
書
類
を
添
付
し
て
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
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な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

21条
各
号

に
該
当
す
る
入
札
書
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
性
能
等
の
要
求
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
提
案
を
し
た
者
で�

広
島

県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提

示
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
S

u
m

m
ary

�
N

atu
re

an
d

qu
an

tity
of

th
e

produ
cts

to
be

leased
,an

d
N

atu
re

of
th

e
services

to
be

requ
ired

L
ocal

A
rea

N
etw

ork
S

ystem
etc
１

S
et

�
L

ease
period

F
rom

20
M

arch
2007

th
rou

gh
31

M
arch

2013

�
L

ease
place

S
pecified

in
th

e
bid

explan
ation

form

�
T

im
e-lim

it
for

ten
der

5:00
p.m

.
31

O
ctorber

2006

�
C

on
tact

poin
t

for
th

e
n

otice

In
form

ation
P

olicy
O

ffice,
F

in
an

ce
B

u
reau

,
G

en
eral

A
ffairs

D
epartm

en
t,

H
irosh

im
a

P
refectu

ral
G

overn
m

en
t

10-52
M

otom
ach

i,
N

aka-ku
,

H
irosh

im
a

C
ity

730－
8511

Japan

T
E

L
082－

513－
2442

(direct
dialin

g)

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

96号

警
備
業
法
(昭
和

47年
法
律
第

117号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で�

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業

務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
)
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
９
月

22日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
実
施
期
日
及
び
場
所
等

注
講
習
最
終
日
に
は
修
了
考
査
を
行
い�
修
了
考
査
合
格
者
に
は�
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書

を
交
付
す
る

。

２
受
講
対
象
者
等
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法
第
２
条
第
１
項

第
４
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(
以
下

｢４
号
業
務
｣
と
い

う

。)

法
第
２
条
第
１
項

第
２
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(
以
下

｢２
号
業
務
｣
と
い

う

。)

法
第
２
条
第
１
項

第
３
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(
以
下

｢３
号
業
務
｣
と
い

う

。)

法
第
２
条
第
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(
以
下

｢１
号
業
務
｣
と
い

う

。)

警
備
業
務
の
区
分

平
成

19年
１
月

24日
(水
)

か
ら
平
成

19年
１
月

31日
(水
)

ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

。)
の
午
前
８
時

30分
か

ら
午
後
５
時

30分
ま
で

平
成

19年
１
月
９
日
(火
)

か
ら
平
成

19年
１
月

16日
(火
)

ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

。)
の
午
前
８
時

30分
か

ら
午
後
５
時

30分
ま
で

平
成

18年
12月

18日
(月
)

か
ら
平
成

18年
12月

25日
(月
)

ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

。)
の
午
前
８
時

30
分
か

ら
午
後
５
時

30分
ま
で

平
成

18年
10月

23日
(月
)

か
ら
平
成

18年
11月

１
日
(水
)

ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

。)
の
午
前
８
時

30分
か

ら
午
後
５
時

30分
ま
で

実
施

期
日

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
２
番

27号
中
央
レ
ジ
デ
ン
ス
３
階
社
団
法
人
広
島

県
警
備
業
協
会
研
修
室

実
施

場
所

30名

50名

30名

50名

定
員

�
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(平
成

17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

20号

。以
下
｢検
定
規
則
｣
と
い
う

。)

�
最
近
５
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区

分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

受
講

対
象

者

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

受
講
申
込
書
１
通

※
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し�
申
込
み
前
６
か

月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�正面� 上三分身� 無背景の縦3.0センチメ ートル�横2.4センチメ ートルの大きさの顔写真をちょう付すること 。 提

出
す
る
書
類

○
１
級
検
定
に
係
る
合
格

証
明
書
の
写
し

○
最
近
５
年
間
に
当
該
警

備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
通
算
し
て
３
年
以
上
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
等
の
作
成
に
係
る

書
面

○
履
歴
書

必
要
な
添
付
書
類

(号外)



注
警
備
業
者
等
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど�

当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
は�

当
該
事
情
を
疎
明
し
た
上
で�

当
該
種
別
の
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
誓
約
す
る
書
面

及
び
履
歴
書
を
提
出
す
る
こ
と

。

３
受
講
申
込
手
続
等

�
受
講
希
望
届
出
書
の
提
出
期
間

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
10月

２
日
(月
)
か
ら
平
成

18年
10月

４
日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

イ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
11月

27日
(月
)
か
ら
平
成

18年
11月

29日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

ウ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
12月

18日
(月
)
か
ら
平
成

18年
12月

20日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

エ
４
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

19年
１
月
９
日
(火
)
か
ら
平
成

19年
１
月

11日
(木
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

�
受
講
申
込
方
法
等

ア
受
講
希
望
者
本
人
が�

上
記�

の
提
出
期
間
内
に
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生

活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て�

同
所
備
え
付
け
の
受
講
希
望
届
出
書
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と

。

イ
受
講
希
望
者
の
数
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は�

抽
選
に
よ
り
受
講
予
定
者
を
決
定
す
る

。

ウ
抽
選
結
果
及
び
受
講
申
込
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は�

通
知
等
の
方
法
に
よ
り
連
絡
す
る

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
先

広
島
市
中
区
光
南
二
丁
目

26番
３
号

別
館
光
南
庁
舎
２
階

広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

�
受
講
申
込
書
の
配
付
場
所
等

上
記�

の
場
所
又
は
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
若
し
く
は
生
活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て

直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
予
定
者
に
決
定
し
た
者
が�

直
接
持
参
す
る
こ
と

。

な
お�

郵
送
や
代
理
人
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い

。

４
受
講
手
数
料
及
び
納
付
方
法

�
受
講
手
数
料

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

47,000円

イ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

38,000円

ウ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

38,000円

エ
４
号
業
務
に
係
る
講
習

34,000円

�
納
付
方
法

受
講
手
数
料
は�

受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
各
講
習
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納

付
す
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
は�

受
講
申
込
書
に
ち
ょ
う
付
せ
ず
消
印
も
し
な
い
こ
と

。

な
お�

納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

５
持
参
物

筆
記
具�

印
鑑�

警
備
業
関
係
法
令
集
(法
令
集
は�

講
習
会
場
に
お
い
て
購
入
可
能
)

６
講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は�

社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る

。
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�
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定

す
る
２
級
の
検
定
(当
該
警
備
業
務
の

区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

。以
下
｢旧

２
級
検
定
｣
と
い
う

。)
に
合
格
し
た

警
備
員
で
あ
っ
て�
当
該
検
定
に
合
格

し
た
後�
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警

備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
る
も
の

�
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す

る
規
則
(昭
和

61年
国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
５
号

。以
下
｢旧
検
定
規
則
｣

と
い
う

。)
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す

る
１
級
の
検
定
(当
該
警
備
業
務
の
区

分
に
係
る
も
の
に
限
る

。以
下
｢旧
１

級
検
定
｣
と
い
う

。)に
合
格
し
た
者

�
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級

の
検
定
(当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

。以
下
｢２
級
検
定
｣

と
い
う

。)
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て�

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後�

継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の

区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い

る
も
の

第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
(当

該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。以

下
｢１
級
検
定
｣
と
い
う

。)
に
係
る
法
第

23
条
第
４
項
の
合
格
証

明
書
(以
下
｢合
格
証
明
書
｣
と
い
う

。)
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

○
旧
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
の
写
し

○
旧
２
級
検
定
に
合
格
し

た
後�
継
続
し
て
１
年
以

上
当
該
警
備
業
務
に
従
事

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
警
備
業
者
等
の
作
成
に

係
る
書
面

○
旧
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
の
写
し

○
２
級
検
定
に
係
る
合
格

証
明
書
の
写
し

○
２
級
検
定
に
係
る
合
格

証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

後�
継
続
し
て
１
年
以
上

当
該
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

警
備
業
者
等
の
作
成
に
係

る
書
面

(号外)



７
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

�
広
島
県
警
察
本
部

生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

電
話
(082)

228－
0110

内
線

3214

�
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課
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